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Ⅰ　はじめに

　初任者教員に実践的指導力の育成が求められてい
る。全国の教員養成学部、教職課程、さらに教職大学
院でも「質保証」の言葉によって、実践的指導力の具
体的な内容が問われている。そのため、教職大学院を
はじめ多くの大学では、実践的指導力を具体化したガ
イドラインを学生に示し、自己評価させたり、「教職実
践演習」で活用したりしている。大学外からの「質保
証」の要求を反映した実践的指導力のガイドラインが、
教員養成教育の指針や学生自身の到達目標となり、教
員養成教育の大学評価にも影響をあたえることになっ
た。このガイドラインを示すことの利点は、具体的で
個別的で、さらに多様である教員の様々な仕事を知る
ことと共に、学習指導、学級経営、生徒指導の内容を
段階的に学生が把握できることであり、学生が自己評
価や相互評価ができるようになっていることである。
一方、これを示すことにより、教員の仕事の多面的な
把握が弱くなり、形式化しているのではないかという
危惧も感じている。
　教職大学院でも約５０項目にわたる「『実践的指導力』
のガイドライン（到達目標）」（以下、ガイドライン）
を示し、学生に自己評価と記録を定期的に記入し、2年
間の学修を振り返ることを求めている。これらをポー
トフォリオにまとめることで、実際に教壇に立った時
に教員として自らの到達した姿や成長の過程を把握で
きるようにしている。
　教員が「一人前」と感じるのは、自分自身の自覚的
な気づきが必要であるⅰ。自己評価によって、どこま
で到達しているのかを把握することは、教員として仕
事を続ける意欲、支えとなるものである。2年間の教
職大学院における教員養成教育によって、ガイドライ

ンに対する学生の自己評価がどのように変化したのか
を分析することで、学生の視点から考察することので
きる教員養成教育の「質保証」の現状と教員養成教育
の改善に必要な学修内容を検討する。

Ⅱ　「実践的指導力」のガイドライン�
（到達目標）の内容と指導方法

　教職大学院では、ガイドラインを教員の教職経験に
応じて、
①「基礎形成期（新任～４・５年目ごろ）」
②「伸長期（５～８・９年目ごろ）」
③「充実期（１０年～）」
の3期に分けている。教職大学院修了生には、基礎形
成期に必要なことを身につけることを求めている。学
部卒業によって、形成された教員の資質をさらに積み
重ねることを求めている。
　また、教員として必要な力を「学習指導」「生活指
導・進路指導」「外部との連携」「学校運営」の４つの
観点に整理している。さらに、社会人としての教員の
在り方を加味し、ガイドラインを
①「Ⅰ教員として」
②「Ⅱ児童生徒理解」
③「Ⅲ授業構成（計画、準備、研究）」
④「Ⅳ指導方法」
⑤「Ⅴ評価」
の５つの評価観点とし、それぞれに６～１3の小項目を立
て、評価項目としているⅱ。
　この評価項目を
①「入学時」
②「１年前期終了」
③「１年後期終了」
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④「１年前期終了」
⑤「2年１2月」
の５つの時期に分け、
①「１まだできていない」
②「2あまりできていない」
③「3まあできる」
④「４かなりできる」
の４段階で自己評価し、評価観点ごとに文章による自
己評価に対するコメントを書き込ませているⅲ。
　ガイドラインに対する自己評価とコメントは、基礎
学生ゼミや学校サポーター・教師力向上実習を担当す
る教員によって、定期的に点検、指導されている。指
導教員は、修了報告書作成まで指導をし、学生の「質
保証」に責任を負うことになる。

Ⅲ　２年間の自己評価の変容

　ガイドラインは、2０１１年度以降の修了生に課せられ
たが、これを集計することによって、「理論と実践の
融合」を軸とする教職大学院の授業と実習による学生
の学びの姿が見えてきた。集計数は４９名である。例え
ば、下記の2例のように検討をした。

【グラフ1】Ⅰ教員として　①�教師としてのマナーを身に付
けている

教師としての必要なマナーを身に付
けている。

　【グラフ１】「教師としてのマナーを身に付けている」
が、2年１2月に９６％が肯定的になっていることは満
足できる結果である。しかし、教員養成教育の現状か
らの問題点を指摘することができる。教職大学院入学
時には、学部を卒業している院生として、教員免許を
取得している院生として、もっと高い到達感を持つ必
要があろう。学部卒業生の多くは教員として、社会人
として活躍しているのであり、教職大学院が、高度な
職業人としての教員の養成を目指していることを考え

ると、学部の到達点の上により高度な教員としての資
質を養成するわけであり、入学時において7８％の学
生が、十分ではないとしていることは問題がある。若
手教員の早期退職等が問題として取り上げられている
が、学部卒業時の教員の資質の在り方を考える一つの
視点となるであろう。

【グラフ２】Ⅴ評価　⑬�観察した授業について、指導内容、
指導技術の観点から説明できる

観察した授業について、指導内容、
指導技術の観点から説明できる。

　【グラフ2】「観察した授業について、指導内容、指
導技術の観点から説明できる」は、2年１2月に肯定的
評価が7１％になり、入学時０％と比較すると格段の進
歩をしている。学修の成果として大いに評価できるこ
とであるが、教職大学院が目指している基礎形成期の
教員として十分とは言えない状態である。教職大学院
は、１年後期より週2日の学校サポーターを経験させ、
2年前後期で各４週ずつの教師力向上実習を課してい
る。こうした実習や授業によって、若手のリーダーと
なれる教員の養成を目指しているが、参観した授業を
指導内容や教育技術という観察しやすい内容で説明で
きることは、授業研究の第一歩であり、自らの実践を
振り返り、改善するために必要な能力である。2９％の
否定的な回答群に対する今後の教職大学院の学修内容
の改善を図る必要がある。
　この2例で、学生の入学時から2年１2月までを比較
すると、最終到達に大きな伸びがあることが確認でき
る。否定的な回答率から肯定的な回答率への伸びは顕
著であり、教職大学院での2年間の学修によって教員
の資質がかなりの成長していることが確認できる。こ
れは、修了生の「質保証」の要求にも応えることので
きる学修成果と言えるであろう。
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Ⅳ　ガイドラインから見えてきた学生の学び

　教職大学院の授業は、１年前後期だけで、2年目は、１
年後期からの学校サポーター（週2日）と教師力向上実
習（2年前期、後期に各４週とまとめの2週）を中心に、
週１回のゼミ指導となる。この学修体制に、ガイドラ
インの点検結果を重ねてみると、学校サポーター、教
師力向上実習を実施した後の時期に、ガイドラインの
自己評価が上昇し、実践的指導力が身についたと感じ
ている傾向が分かる。教職大学院の学校サポーター、
教師力向上実習は、実習校任せではなく、指導教員の
定期的な訪問指導があり、授業実践等に対して、その
実践の意味や技術を検討していることが背景にあると
考えられる。また、５2項目の変容を考察すると、教職
大学院での学修に関して、以下のようなことを指摘す
ることができるⅳ。
【教員として】
　人権意識、個人情報管理等の教員としての仕事の特
性を特に意識しなければならない項目について、９０％
以上の肯定率があり、教育公務員、社会人として仕事
をするために、評価のできる結果となっている。ま
た、使命感・情熱や自分の課題解決への取り組みでも、
９０％以上の肯定率があり、初任者として求められる条
件を身に付けていると言える。一方、保護者、地域と
の教育力に関しては、否定的な評価が４2％あり、大学
における教員養成教育の中での一定の限界があること
を感じさせる。
　全体として、教職大学院の2年間の学修によって、初
任者教員、基礎形成期教員としての資質を身に付けて
いると言えると考えられる。
【児童生徒】
　児童生徒の反応や行動の理解、学級内の人間関係の
理解は、９０％以上の肯定率がある。2年前期終了後の評
価で、大幅に肯定が伸びている。教師力向上実習Ⅰで
学級経営、児童生徒理解を主たる課題としていること
から、集中的な実習の成果が表れていると考える。ま
た、特別支援教育や児童生徒を学習に集中させる環境
づくりにも2年１2月には、肯定率がほぼ８５％の肯定率
があり、初任者教員、基礎形成期教員としての資質を
身に付けていると言えると考えられる。一方、生徒指
導上の課題、問題発生のメカニズムの理解は十分とは
言えない。実習等で事例を直接に学ぶだけでなく、問
題行動の背景や子どもを取り巻く様々な状況を理論的
に学んだ内容と、事例を結ぶ学修が必要ではないかと
考える。実習と授業の時期を含めたカリキュラムの改
善が必要となろう。
【授業構成（計画、準備、研究）】
　教材研究や授業構想を立てるにあたっての力を問う
ている内容となっている。ほとんどの項目において、
修了時には、９０％程度か、９０％を超える肯定率となっ

ており、2年間の学修の成果を示している。１年次の
授業においても、模擬授業等を含めた授業の計画と準
備、教科書理解を第一歩とした教材研究の方法等を
学修しており、学生は、授業の準備として自主的な模
擬授業等も行っている。教員として授業で評価された
い、授業で勝負したいという要望も大きく、学生が努
力していることを教員として実感しており、学生が自
身の力を高く評価することも理解でき、初任者教員、
基礎形成期教員としての資質を身に付けていると考え
られる。
【指導方法】
　設定した項目でもわかるように、教員として授業を
実際に実践できるかを問う内容となっている。前述し
た模擬授業よりも学校サポーターや教師力向上実習等
によって、児童生徒の反応によって自分の力が実感で
きる内容である。各項目で見ると全体として、肯定的
な評価が増え、おおむね満足できる結果と言えるが、
肯定的な評価の総数の比率を比較すると、【授業構成
（計画、準備、研究）】の項目とは約7％低くなってい
る。項目別では、的確な発問や指示、学習形態、情報
技術・機器の活用、発言や考え方を生かした学習展開
で、2４％～3９％が否定的な評価をしている。
　声の大小、抑揚や板書、掲示・配布資料など、いわゆ
る教育技術の内容は、高い肯定率を示している。これ
と、発言しやすい、安心感のある雰囲気という教員と
しての職能に肯定率が高いことを重ねると、職能とし
ての教育技術は満足した力を身に付けていることがわ
かる。一方、的確な発問や指示、学習形態、発言や考
え方を生かした学習展開という教員としての職分（教
員として子どもの成長を図るために選択する教育方法
への責任、責務）に関しては、１/４～１/3の学生が十分
ではないと評価している。初任者教員としては職能の
形成で十分であるとも考えるが、それだけでは、教員
として生涯にわたって学び続けることができるだろう
かという課題が残る。
【評価】
　この観点の項目は、全体に肯定率が低く、８０％に
到達している項目はない。単位時間の評価規準と評価
基準を設定すると指導・評価計画が適切であったかに
ついて、比較的肯定率が高いのは、模擬授業や実習指
導で事前事後指導によって、実習校教員を含め教員に
よって指導がなされ、学生が振り返りをすることがで
きていることによる。単位時間（１時間）の授業では
何とかできていても、単元、観点別学習状況となると
十分ではないことがわかる。教職大学院では、教師力
向上実習Ⅱで、小学校では複数教科１単元以上、中学
校では複数単元の授業実践をすることを義務付けてい
る。学生の自己評価では十分ではないこともあるが、
初任者教員、基礎形成期教員として必要な力は身に付
けていると言えよう。
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　以上の項目別の集計の他に、教職大学院の特色と
なっている多様な学生の傾向を知るために、本学学部
出身者と他大学出身者の比較や修了後正規教員採用と
なった者と非正規教員採用（専任講師を含む）の比較
も行っているが、調査者数がまだ少なく数値が大きく
変動することもあるので、一覧表として公表すること
は控えるが、出身大学による大きな違いはほとんどな
い。正規採用と非正規採用ではいくつかの項目で非正
規採用となった学生の方が肯定率の高い内容があった
り、協調性（協働性）の項目で肯定率は高いものの「４
かなりできる」が低かったりしており、自己評価、自
己を見つめることの不十分さや協調性、職場での人間
関係づくりに何らかの問題があることがうかがえる。
これらの項目については今後継続的な調査研究が必要
であろう。
　また、自己評価と共に記入される学生のコメントは
多様であり、全体の動向を把握するには至っていない
が、2０１2年度に修了し、県内公立小学校で2年目の教
員生活を送っている女性教員のコメントを基に考察す
る。

【教員として】

１
年
後
期

９月から学校サポーターが始まり、実際の教育現場に
携わってみると、これまで思っていたことと実際はか
なり異なる場合が多かった。情熱ややる気はあって
も、それを具体的にどうしたらよいかがまだ自分の中
で確立できていない。

２
年
１2
月

これまでの学習や実習を通して、学校現場の実態を学
ぶことができた。しかし、学校全体の視点はまだ見え
ていない。これからは、学んだこと生かして、自分に
何ができるかを考えたい。

【児童生徒理解】

１
年
後
期

学校サポーターでは、全学年全クラスを回っているた
め、コアな部分の児童の人間関係や特性を理解できる
わけではないがせっかくそのクラスで一日子どもと過
ごすのだから、一人ひとりとの関わりを大切にし、少
しでも児童理解をしようと努めている。

２
年
１2
月

実習を通して、児童理解を深めることができた。どの
子にも愛情を注いでいくことだと思う。

【授業構成（計画、準備、研究）】

１
年
後
期

基本的なある程度の授業構成はできると思うが、細か
い配慮はまだできていない。また児童の実態に応じて
授業を構成したり、児童それぞれの能力を適切に把握
することはできない。

２
年
１2
月

授業は難しい。特に教材研究は大切である。子どもの
学習意欲を引き出す教材研究を行っていきたい。

【指導方法】

１
年
後
期

まだ十分な技術が身についていない。的確な発問やわ
かりやすい説明を心がけているが、あまり上手くでき
ない。全体をみる視点と個人を見る視点を使い分ける
ことが十分にできない。どうしても、どちらかに集中
してしまう。ただ、実習を通して思ったが、教師自身が
授業を楽しむ姿勢があることがいちばん重要であり、
楽しい授業となるような雰囲気づくりは大切にしてい
る。

２
年
１2
月

知っていることと出来ることは違う。これまでの大学
院での学びをいざ、学校現場で実践しようとしても上
手くいかない。まだ、力不足だと思い知らされること
だらけである。

【評価】

１
年
後
期

正直、まだ評価がどんなものであり、どのように設定
すべきなのか、十分に理解できていない。また、教科
の評価と教科以外の評価をどう使い分けるのかも理解
できていない。

２
年
１2
月

評価については、十分に理解できていない。今後も勉
強していきたい。

　項目別の数値による自己評価と比較すると、全体の
傾向とコメントはほぼ同じ傾向を示している。１年後
期終了時には、「具体的にどうしたらよいかわからな
い」「児童それぞれの能力を適切に把握することはでき
ない」「十分に理解できていない」など、学校で生じる
様々な出来事を理解することができない状況が書かれ
ている。2年１2月になると、「学んだこと生かして、自
分に何ができるかを考えたい」「実習を通して、児童理
解を深めることができた。どの子にも愛情を注いでい
くことだと思う」「学習意欲を引き出す教材研究を行っ
ていきたい」とまだ十分ではない事柄でも今後どのよ
うにするのかという自らのめあて、手立てが書かれて
いる。ガイドラインの自己評価の比較に表われている
ように、初任者教員、基礎形成期教員として、何に向
かって、どのように努力するのかが理解できるように
なっていることがわかる。

Ⅴ　教職大学院を軸とした修士レベル�
教員養成教育の充実

　中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員
の資質能力の総合的な向上方策について」（2０１2.８）は、
「学び続ける教員像の確立」を改革の方向性とし、教員
養成段階、初任段階、現職段階、管理職段階を通して
学び続ける仕組みをつくることを提言した。また、中
教審大学部会は、８月に教職大学院を軸とした教員養
成大学改革のパブリックコメントを募集している。今
後数年間の間に、教員養成教育、教職大学院の大きな
改革が求められることが予想される。その時に、改革
の軸となると言われている教職大学院の学修成果を検
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【資料】実践的指導力のガイドライン点検



中妻 雅彦
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証は不可欠なこととなろう。教員採用をする愛知県教
委から、設置後に、大学院就学による採用猶予制度の
創設、さらに、教職大学院推薦による特別選考（１次
試験免除）制度の実施があり、教職大学院の修了生へ
の学修成果が評価されていると考えられる。また、ガ
イドラインの自己評価による点検内容も一定の到達点
を示しており、学生の実感からも学修成果を評価する
ことができる。
　学校サポーター、教師力向上実習を受け入れている
連携協力校の管理職や実習指導担当教員を対象とした
調査や学生の修了報告書でも、今後の教員像として
「技術論だけで力量をとらえない教員」「同僚性、協同
性への視野をもった教員」への思いがあり、教職大学
院修了生に対する学校現場での期待も大きいⅴ。
　初任者教員、基礎形成期教員としての資質を身に付
け、その後も長期にわたり教員生活を続けるための土
台をつくることは、教職大学院ではかなり達成できて
いると言えよう。学び続ける教員像の土台を築いてい
ると考えている。しかし、2１世紀型能力の育成など教
育に対する期待は常に新しい内容を更新している。こ
れらの課題に、教職大学院が示しているガイドライン
の内容が適切であるのか、また学生の到達が十分であ
るのかは常に問われ続けることでもある。学び続ける
教員の具体像を考えながら、教員養成段階、初任段階
を支え、広げる学修内容を教職大学院制度が保証して
いるのかが今後の課題となる。

（付記）

　本調査研究を進めるにあたっては、2０１3年度愛知教
育大学特別経費プロジェクト「教員養成機能の充実―
教育委員会等関係機関と連携・協働した教職大学院に
おける教員養成の機能強化の取組―」において、ボー
ルステート大学（アメリカインディアナ州）での調査
研究を含め共同研究調査を行った教務課教職大学院係
小笠原有香さんの発想とデータ集計が大きく寄与して
いる。今回の調査研究を進める過程で、複雑で専門的
になってくる大学教育において、大学事務職員の専門
職化の必要性を感じることができた。ここに、小笠原
さんに感謝の言葉を記すと共に、事務職員の専門職化
についても考えたいと感じている。

注
ⅰ 米沢崇「小学校教員の資質能力に対する当事者の意識」（『小学
校教師に何が必要か』岩田康之・別惣淳二・諏訪英広編、東
京学芸大学出版会、2０１3.7）、『教師の成長と専門性に関する教
員アンケート調査2０１０報告書教職を〈希望の仕事〉へ』（民主
教育研究所教師問題プロジェクト委員会調査部会、2０１０.１０）

ⅱ 具体的な項目については、「実践指導力のガイドライン点検」
を参照。

ⅲ 学生には、入学時に「ポートフォリオ」として渡している他、
学務ネット（学内専用）により公開している。

ⅳ 資料「実践指導力のガイドライン点検」参照。
ⅴ 中妻雅彦「「学校実習」長期化と学生の成長」（愛知教育大学教
育創造機構紀要第2号、2０１2.3）、「若手教員の資質を形成する
「学校実習」の役割―教師力向上実習と学校サポーターを比較
して―」（愛知教育大学研究報告第６2輯教育科学編、2０１４.3）

  （2０１４年９月22日受理）




